
家族と法律
訴状を書いてみよう



１ 自己紹介
まずは自己紹介から



クイズ
この人は

何の専門家？

①モンシロチョウ
②ビーグル犬
③イトヨ
④キリン

生物学の先生の場合

①放火（ほうか）
②差別（さべつ）
③詐欺（さぎ）
④倒産（とうさん）

法学の先生の場合



自己紹介

きむら そうた

木村 草太

１９８０年生。２００３年、東京大学法学部卒→同助手。
現、東京都立大学教授・憲法学専攻。

憲法って何？
国家は人を無理やり従わせる力を持っています。
犯罪を止めたり、道路を作るにはその力が必要です。

しかし、国家の力は、間違ったことに使われると、私たちの権
利が奪われ、安心して生活できなくなります。

国家の力を間違ったことに使わせない
ためのルール

が「憲法」で、それを研究している。

専門は差別



法学と自然科学

自然科学の先生たち

 研究対象は自然。

 研究対象のことが好きで、知りたくて知りたくてたまらない。

 研究の結果が正しければ褒められる。

 ときどき、それを研究する理由の説明に悩む。

社会科学（法学や経済学、政治学）の先生たち

 研究対象は人間の社会。法学は、特に社会問題。

 研究対象（私の場合は「差別」）が好きなのではなく、それを解決
したいという気持ちが強い。

 研究する理由は説明しやすいけど、正しい研究でも批判されるこ
とがあるよ。



２ 婚姻とは何か？
法学からみたとき結婚って何か考えてみよう



クイズ
人間って

どんな動物かな？

①卵から生まれるよ。

②頭に番号がついていて、

それを見ると誰の子供か分かるよ。

③人間同士が１ｍ以内に近づくと、ス
トレスで死んでしまうよ。

④①～③は全部間違いだよ。
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今日は「婚姻」
について
考えます。

ポイントその１ 人間の子育て

 生まれてきたとき、お母さんが誰かは、分かりやすい。

 でも、お父さんが誰なのかは、分かりにくい。

ポイントその２ 人間の生活

 生まれてから、一人で大人になる動物ではない。

 集まって生活することが多い。



婚姻制度
の由来

ポイントその１ 人間の子育て

 生まれてきたとき、お母さんが誰かは、分かりやすい。

 でも、お父さんが誰なのかは、分かりにくい。

ポイントその２ 人間の生活

 生まれてから、一人で大人になる動物ではない。

 集まって生活することが多い。

お母さんが子供を産んだ時、
誰がお父さんかを登録しておこう。

共同生活のための便利なルールを
作っておこう。



婚姻とは？
法律のほうから覗いてみよう

婚姻の合意

婚姻の効果（たくさんある）

・嫡出推定
（お母さんが子どもを産んだら、
自動的に夫の子どもと扱う）

・同居義務（一緒に住む義務）
・相互扶助義務（養い会う）
・相続権（どちらかが亡くなったら
財産を相続できる）

などなど。

婚姻の届出

民法７３９条
戸籍法７４条

民法７５０条以下



３ 日本の婚姻法
犬神家の一族から核家族へ



日本の婚姻法
の歴史

１８９８年 民法の旧規定

 家制度（戸主を中心とした大家族を一つのグループにする）

 婚姻とは、妻が夫の家に入るための制度。

 妻は（夫ではなく）「夫の家の氏」を名乗った。

 結婚には、戸主の許可が必要。

１９４７年 新憲法 １９４８年 民法の新規定

 家制度を解体して、核家族（夫婦＋独り立ち前の子供）をグ

ループにする。

 婚姻とは、二人が家族になるための制度。

 当事者の合意だけで婚姻できるようになる。



家制度と新制度
図にしてみよう

戸主 妻

長男
（次の戸主）

次男 長女

戸主の弟 妻

長男 長女妻 妻

長男
（次の次の戸主）

X家の一族

夫 妻

子

夫 妻 夫 妻

子子

家制度

新制度



クイズ
家制度だと

家の財産は？

①全部、戸主のものだよ。

②家族が平等に分けるよ。

③①だから戸主の相続をめぐり

殺人事件が起こるよ。



憲法２４条
とは？

婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、
夫婦が同等の権利を有することを基本として、
相互の協力により、維持されなければならな
い。

配偶者の選択、財産権、相続、住居の選
定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその
他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳
と両性の本質的平等に立脚して、制定され
なければならない。



４ 夫婦別姓訴訟
法学で考える練習をしてみよう



訴状を
書いてみよう

裁判を起こすときは訴状を書きます。

 請求の趣旨：被告に何を求めているか？

例：１００万円を支払え。

 請求の原因：その理由。

例：〇月×日に、被告は原告を殴って全治一週間のケガを負わせた。

身体の権利を害する不法行為（民法７０９条）であり、ケガの損害額を金

銭評価すると、治療費３０万円、慰謝料７０万円で合計１００万円に上る。

裁判官

原告
（訴えた人）

被告
（訴えられた人）

裁判は、権利を守るための大事な仕組み。
公平な裁判官の前でお互いに主張、立証する。



夫婦同氏制度
とは？

 今の民法と戸籍法は次のように定めています。

 【民法７５０条】 夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫

又は妻の氏を称する。

 【戸籍法７４条】 婚姻をしようとする者は、左の事項を届書に

記載して、その旨を届け出なければならない。

 一 夫婦が称する氏

 二 その他法務省令で定める事項

 要するに、夫婦が氏を同じにしないと結婚はできない、と

いうことです。



夫婦別姓訴訟
とは？

 しかし、婚姻の時に氏を変えると何かと不便です。

 そこで、別氏のままでも結婚できるようにしないのは憲法違反

であり（請求の原因）、結婚できない損害の賠償（請求の趣

旨）を求める訴訟が起こされました。

 現在、３回目の訴訟が進んでいます。

どんな理由で
憲法違反なのか？
考えてみよう。



クイズ
結婚して氏を
変える率は？

①男女半々だよ。

②６０％の夫婦で、妻が夫の氏に変えているよ。

③８０％の夫婦で、妻が夫の氏に変えているよ。

④９５％の夫婦で、妻が夫の氏に変えているよ。



原告が
使ったのは？

憲法１４条１項

 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社

会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係に

おいて、差別されない。

原告が最初に主張した不平等

 男性と女性との間の氏変更率の不平等

 結婚するカップルの約９５％が、夫の氏を選んでいる＝女性

が氏を変えている。

しかし、最高裁判所は

法律が強制した不平等ではない！
と判断。



ではどうすればいいのか？
何と何の不平等を主張すればいいのか？

憲法は、法の下の平等を定めています。

民法は、どちらかが氏を変えない限り、結
婚させないと定めています。

最初の訴訟（２０１１年提訴）では、女性差
別（女性ばかりが氏変更を強制されてい
る）を主張しましたが、最高裁判決（２０１５
年）は、「法律は女性差別を強制していな
い」と判断しました。

そこで、私は
（ ）

と
（ ）
の不平等を主張すべきだと思います。



もっと調べる
には？

夫婦別姓訴訟

 別姓訴訟を支える会HP（https://bessei.net/）

同性婚訴訟

 Marriage for All JapanHP

 (https://www.marriageforall.jp/)



おしまい
性格の悪さを正義のために役立てられる仕事

それが法律家


